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今月の 視点今月の 視点

常任理事 弘 山 直 滋

地域医療

　地域医療崩壊が叫ばれて随分時間が経過した。

これは 10年余にわたる医療費抑制政策が基にあ

り、新医師臨床研修制度が追い討ちをかけたこと

は誰もが認めるところである。このような中、平

成 21 年、22 年に地域医療再生計画（基金）が

出てきたが、平成 21年度分は特定の二次医療圏、

平成 22年度分は全県を対象にしているため、二

次医療圏において夜間急病診療所の設置や大学病

院及び三次救急病院に対しての機能強化及び山口

県における医師確保対策、連携強化対策等に対し

て使われる予定である。地域の医療機関に直接く

るものではないが、回って回って地域医療が少し

でも良い方向へ向くことを願うばかりである。

　さて、筆者が出席している日本医師会地域医療

対策委員会でどのような検討がされているか、こ

の紙面をお借りして報告する。平成 22 年・23

年度の会長諮問は「国民医療を確保するための地

域特性と地域連携のあり方について」である。

二次医療圏のあり方について
　二次医療圏設定の考え方として、高度で特殊な医

療を除き多くの一般的な医療が完結できる単位とし

て、地理的条件、日常生活の需要の充足状況、交通

事情等の社会的条件を考慮して設定されており、山

口県においても既に定着している概念である。

　しかしながら、地方の過疎化と大都市への人口

の集中と合わせ、医師や看護職員の偏在・不足、

医療資源の集約化や大都市への一極集中が起こっ

てきている。

　また近年、大規模な市町村合併が進められた結

果、行政区からなる二次医療圏と実際の患者の受

療動向あるいは医療連携にギャップ（圏域を超え

た患者の流出入）が生じてきた例があり、山口県

においても発生している。

　4疾病 5事業の連携体制を構築する際に、高度

専門医療機関が存在しない二次医療圏があったの

も事実で、二次医療圏の考え方が変わってきた。

平成 19年の医療法改正により、救急医療やへき

地医療等に関する医療圏としての位置付けも削除

されたため、現在、法律上は一般病床及び療養病

床の基準病床に関するもののみとなった。

　全国の二次医療圏の規模別の格差について紹介

する。平成 22 年 4 月現在、全国に 349 の二次

医療圏があるが、まず、面積について、最大の医

療圏は北海道の帯広周辺の医療圏で広さは 1万

828km2 で、ほぼ秋田県の面積に相当する。そし

て、最小の医療圏は愛知県の北名古屋市周辺の

医療圏で 42km2 であり、実に 259 倍の格差であ

る。人口については、最大の二次医療圏は大阪市

で 261 万人余、最少の医療圏は島根県の隠岐で

2万 3千人弱であり、その格差は 118 倍である。

人口密度については、最大の医療圏は東京都の

区西部で 1km2 当たり 1 万 6 千人余、最低は福

島県の南会津町周辺の医療圏で 1km2 当たり 14
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山口大学医学部　講座紹介コーナー
　展開系講座　「医療情報判断学（医療情報部）」

医療情報部は、山口大学医学部附属病院にお

ける高度先進医療を情報コミュニケーション技術

によって支援するために、平成元年 (1989 年 ) 4

月に発足し、省令施設となった平成 9年（1997

年）より井上裕二が教授として就任しました。専

任教員は副部長の石田博准教授一人であり、検査

部、薬剤部、看護部、事務部など、診療科・部の

情報システム担当者と協力して大学病院及び地域

医療の情報化に取り組んでいます。

　「医療情報判断学」分野は、山口大学医学部の

大学院化にともない、医療情報関連の教育研究分

野として平成 18年（2006 年）に開設されました。

医療情報判断学は、臨床医学と社会医学の接点に

あり、その教育目標は、医学・医療のすべての営

みを情報及びシステムという視点で捉え、これを

客観的に評価して最適な行動を選択できる能力を

修得することにあります。すなわち、診療・学習・

研究において問題の解決に必要となる情報の収集

と処理の方法を学ぶことを通して問題解決に取り

組む積極的な姿勢を獲得すること、及びベッドサ
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イドでの判断や診療態勢をシステムとして捉える

ことによって制約された条件下で客観的に評価す

る知識と情報技術を修得することです。具体的に

は、コンピュータ及びネットワークの利用能力、

判断学及び疫学の方法を用いた根拠に基づく医療

(EBM) の理解、医療の経済的側面と“効率的な医

療”の評価、問題解決の目的に応じた診療データ

ベースの再編成、地域医療連携を活性化する広域

情報環境の要件、個人情報保護と情報活用の両立

という相反する課題の情報倫理などが学習課題で

す。

研究目標は教育と表裏一体であり、ベッドサ

イドの決断のための医療評価と情報システムの構

築がテーマです。治療後のアウトカムからみた初

期診療における診断検査の情報価値の解析、肝細

胞がんの進展阻止（予防効果）が明らかになった

今、インターフェロン療法下で実施する肝がんス

クリーニングの費用効果分析などの医療技術評価

及び日常診療の中で、Evidence を創りだすコホー

ト研究を実践するための診療データベースの開発

に取り組んでいます。その基礎となる判断学及び

臨床疫学の方法は診療ガイドラインや医療政策に

根拠を与えるものとして注目されています。

　附属病院では平成 21 年（2009 年）9 月より

完全な電子カルテ、フィルムレスの情報システム

に移行しました。医療情報部の使命は、医療の安

全性、効率性及び経営改善に資することにありま

すが、基本は医療の質を情報システムで保証する

ことです。手術記録、がん登録、各種サマリー、

など、すべての診療データを使った医療評価が可

能な態勢が整ってまいりました。ゲノム医療、ナ

ノテクノロジ、遠隔医療などの新しい医療技術に

は IT が密接にかかわり、コミュニケーション技

術はこれらをまとめる役割を果たします。今後、

いっそう関連機関との連携を緊密に行い、客観的・

効率的な情報連携及び評価ができるよう尽力致し

ます。山口県医師会の諸先生方には今後とも厚い

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

記：井上裕二
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　最初に、山口県医師会の木下敬介会長、つづい

て女性医師参画推進部会の松田昌子会長が開会の

挨拶をされた。その後、来賓である山口県健康福

祉部の今村孝子部長が挨拶をされた。

開会挨拶
木下会長　本日は大勢の
方にお集まりいただき、

ありがとうございます。

平成 16 年に新医師臨床

研修制度が導入されるに

伴い、医師の偏在、医師

不足、勤務医の過重労働

問題が急激に浮き彫りに

なってきました。また女性医師数の増加とあい

まって、女性医師を取り巻く環境にも数々の問題

がクローズアップされてきました。勤務医の問題

と女性医師の問題は、臨床研修医との問題とも関

連して、医師確保対策ということに集約されてい

くわけです。県行政も平成 18年度に初めて医師

確保対策事業として 1,850 万円の予算を計上し

ましたが、平成 23年度は 8億 6千万円の予算に

膨れ上がっており、いかに医師確保対策に力を

入れているかがよく分かります。県医師会として

も、そのような状況の中、平成 19年 3月に女性

医師参画推進部会を立ち上げたところであり、部

会は年数を重ねるとともにますます充実し、活動

も発展的に展開していることは、松田部会長さん

をはじめ役員や会員の先生のご尽力の賜と敬意を

表し、厚くお礼申し上げます。本日は女性医師の

問題に係わる特別講演、女子医学生の声、山口大

学医学部の6名の先生方によるパネルディスカッ

ションが予定されております。期待して拝聴させ

ていただきます。女性医師参画推進部会がこれか

らもますます充実・発展し、そして部会員の先生

方のさらなるご活躍を心から念じ申し上げ、開会

の挨拶といたします。

松田部会長　今日はお集ま
りいただき、ありがとうご

ざいます。この部会が立ち

上がり 4 年になりますが、

女性医師を取り巻く環境も

ずいぶん変わってきたよう

に思われます。ここにいらっ

しゃる先生方のご協力の下

にできたことと思います。今日は、日本医師会で

男女共同参画事業に長くかかわってこられた保坂

特集
平成 22 年度山口県医師会

女性医師参画推進部会総会、
特別講演会及びシンポジウム

と　き　　
　平成 23 年 3月 6日（日）
ところ
　　山口グランドホテル ( 山口市小郡 )
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シゲリ常任理事のご講演があり、その後、山口大学

医学部の、基礎医学講座や女性医師が多い講座の管

理者側の先生方による、それぞれの教育理念、ある

いは女性医師の勤務状況をお話ししていただくパネ

ルディスカッションがあります。大変楽しみな１日

になると思いますのでよろしくお願いいたします。

来賓挨拶
今村健康福祉部長　今日はお招きいただき、あり
がとうございます。本日お集まりの皆様が、最前

線で県民の命を守ってくだ

さっていることに感謝申し

上げます。県におきまして

も、健康福祉行政に力を入

れ、来年度予算もしっかり

確保しているところです。

平成 19年 3月の女性医師

参画推進部会の立ち上げからほぼ 4年間が経ちま

したが、その間の活動は飛躍的なもので、本当に

感心している次第です。非常に実利的であり、一

番大切なことを確実に実行されているという、実

を取る姿勢に行政として感心しております。行政

は全体をみる必要がありますので、個々の具体例

に施策の効果がjust meetしないケースもあります。

そういう意味では本部会で just meet した動きをさ

れることは、行政としてありがたく思っています。

　また、女性医師への支援について、システムだ

けでなく、人海戦術的な対応が必要だと感じてい

ます。女性医師一人ずつきめ細かな対応が必要で

あり、そのためには女性医師の言葉で伝えていく

べきであると思っています。この部会で仲間を増

やし、人海戦術で女性医師のために活躍すること

が大切だと思います。

県としては、23年度予算について、女性医師支

援の予算を改めて組み直したところであり、有効

に活用してもらいたいと思っています。本日の総

会が盛会であることを期待し、挨拶といたします。

審議事項
　松田部会長より、以下のとおり説明。

1. 名称変更について
　平成 19 年 3月 11 日に当部会の設立総会を行

い、その時は、女性医師が働きやすい環境を作

り、医師会活動をはじめ社会参加を促すという目

的で、「女性医師参画推進部会」とした。しかし、
これまでの活動の過程で、女性医師の問題は女性

医師だけではなく男性医師にも深くかかわる問題

であることが実感された。　そこで、今後は女性

医師だけでなく男性医師にも意識を変え、活動に

参加してもらう願いをこめ、「男女共同参画部会」

としたいと思う。

2. 平成 22 年度事業報告と平成 23 年度事業計画
について
(1) 女性勤務医就労環境問題への取り組みについて
今年度は、育児支援情報や当部会の活動を県内

の若い医師に知ってもらうためのネットワーク作

りに着手した。県内 146 病院にお願いし、55の病

院から回答をいただき、53病院で連絡係を決めて

いただいた。今後はこのネットワークを活かして、

勤務医の先生方と情報交換をしていきたい。

(2) 女性医師育児支援について
　どういう育児支援システムがあるかということ

を、ホームページを通じて情報提供することと、

育児サポータバンクを作ることを着手したが、そ

れをより一層広めていく。サポータバンクの登録

者は現在 99名で、その登録者のための研修会開

催、広報目的のサポーター通信を作っている。平

成 21年 7月からこの事業を開始し、これまで相

談件数は 25 件、利用件数は 12 件である。周知

がまだ十分ではないので、来年度はネットワーク

を通じて広報活動をしていきたい。実際に利用し

てもらっている人には役に立ったと感想をいただ

いている。

(3) 女性医学生キャリア･デザイン支援について
　女性医師が働き続けるために、学生のときから

自分の将来の働き方を考えることが重要である。

先輩との交流を通じてそのきっかけを作ってもら

うため、この 1年間、山口大学女子医学生を対

象に、夏休みに女性医師が働く医療機関で見学･

研修を行うインターンシップの実施、女性医師と

学生の交流の場への参加を行ってきた。来年度の

計画としては、インターンシップの対象を、これ
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までの山口大学医学部の学生から、他大学の女子

医学生にも広げる予定である。

(4) 地域医師会との連携について
各病院の勤務医とのネットワークに加え、地

域の先生方と部会の交流を図るため、郡市医師会

での女性医師部会立ち上げを呼び掛けてきた。現

在までに 4郡市医師会で女性医師部会が設立さ

れ、他にも準備中の医師会が数か所ある。来年度

は、当部会との交流を積極的に行い、地域の医師

会の先生方のご意見を部会の活動に反映させる努

力をしていく予定である。

(5)HP 整備について
　今回ホームページを一新した。われわれの活動

をホームページを通じてお知らせしたい。http://

www.yamaguchi.med.or.jp/y-joy/index.htm

―審議内容について、全員拍手で承認された。

女子医学生インターンシップのアンケート報告
　田村正枝部会理事より 2010 年学生のインター

ンシップのアンケート結果が報告された。詳細は

山口県医師会女性医師参画推進部会のホームペー

ジに掲載している。

特別講演
「女性医師の活躍のために～私達の、そしてあ
なたの、それぞれの役割は～」

日本医師会常任理事　保坂シゲリ

松田部会長 ( 座長 )　それでは、保坂先生につい

てご紹介させていただきます。保坂先生は、昭和

49年に東京医科歯科大学医学部をご卒業になり、

その後、小児科に入局されています。その後は、

同愛記念病院、土浦協同病院、国立病院医療セン

ター（現　国立国際医療センター）の小児科勤務

の後、昭和 59年に、こどもクリニック若葉台を

開設され、現在に至っておられます。

　その間、横浜市医師会内はもちろん日本医師

会でも数々の活動をされています。平成 16年か

ら 18年は日本医師会女性会員懇談会委員長、そ

の後、平成 18年からは男女共同参画委員会の委

員長、日本医師会女性医師バンク再就業支援事業

部長、平成 18年から日本医師会女性医師バンク

コーディネーター、平成 21年から日本医師会女

性医師支援センターマネジャーなど、数々の女性

医師支援事業の責任者として活躍されておられま

す。平成 22年 4月からは、日本医師会常任理事

になられ、いまは 48のお仕事をもって活躍され

ているとのことです。

　その中でも、厚生労働省が主宰しております予

防接種部会の委員をされ、ご存じのように、一昨

日からヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの接種に

よる死亡事故の問題が起こっておりますが、その

対応に夜もよくお休みになっていない中、今日の

総会にいらっしゃっていただき感激しております。

今日はどういうお話しが聞けるか非常に楽しみに

しております。どうぞよろしくお願いいたします。

保坂日医常任理事　本日は、このような機会を設
けていただき、とても感

謝しております。「女性医

師の活躍のために～私達

の、そしてあなたの、そ

れぞれの役割は」という

ことでお話しをさせてい

ただきます。

日本医師会の女性医師の活躍のためへの取り組み
と現状
男性も女性もどちらもが、その人の個性に合

わせて、また、そのときどきの状況に合わせて活

躍できるということが、女性医師の活躍のために

は本来必要なのではないかということをまず押さ
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おります。16 人の方が再研修して、無事に現場

に戻っています。

　それから一番ポイントになる出産・育児に対す

る支援でございますが、保育システム相談員とい

う形で、日本医師会で提案をさせていただきまし

た。具体的には、地域で利用可能な種々の保育サー

ビスについて紹介し、場合によっては手続きを代

行、新たな保育サービスの開発も試みるというも

のです。これにつきましては、国に支援を呼びか

けましたところ、平成 21年度から、女性医師等

相談窓口について予算措置されており、全国 10

から 20 か所の都道府県医師会で相談窓口を開始

しております。

　それから、院内保育所の整備のほか、さまざま

な保育サービスの利用についての経済補助でござ

います。これは厚生労働省が「周産期医療と救急

医療の確保と連携に関する懇談会」を平成 20年

に舛添大臣のときに設けたのですが、平成 20年

12 月 18 日に、懇談会報告書案というものが出

ました。この懇談会が開設されたことは注目して

おり、どのような報告書が出るか注視しておりま

したら、復職支援ということしか書いていないの

ですね。私たちは復職支援ではなくて、勤務の継

続の支援が大事だということをずっと申し上げて

いるのに、結局、国の関係者たちがよくわかって

いなくて、これが復職支援になっていました。

この懇談会の座長の昭和大学医学部産婦人科

岡井教授に、復職支援ではなくて勤務継続支援が

大事だということと、院内保育所や病児保育の整

備だけでは、全部の女性医師のサポートができな

いと伝えました。ほかの種々の保育サービスの利

用を支援する必要があるのですが、財政的支援

は、会議の中で一言も話していないので、さすが

にそれは書けないということになってしまいまし

たが、その他の保育サービスも支援する必要があ

り、継続して勤務できる環境を整備するのが大切

であると変えてくださいました。平成 20年 2月

3日にでた最終案が、そのまま報告書になってお

ります。

　国の懇談会等の報告書に文書で盛られるという

ことは非常に意味のあることでございます。いく

ら口で言っていても、こういった形でまとまらな

いと、どこかへ行ってしまいますが、一回文書に

なってしまいますと、それがあとで非常に生きて

きます。その当時、厚生労働省の指導課がこの担

当部署でございましたが、その指導課長をはじめ

として担当者はご理解があったので、こういう変

更が可能でした。

　次に文部科学省に「周産期医療環境整備事業」

という名前の、いわゆる競争的資金のプログラム

というものの採択があったのですが、その採択の

ときに、働く女性にベビーシッター等を雇用して

勤務を助けるための費用というものも大学で出し

ていいということが、この周産期医療環境整備事

業の中でやってもいいということになり、一部の

大学でそれをやることができました。
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会場Ｃ　ぜひ教えていただきたいことがありま
す。私は自分の経験を踏まえて、いろいろな方に

お世話になってきて、学生や研修医、男性の医師

や教授、仲間など、人のつながりでやってくるこ

とができました。自分のモチベーションを保って

きた人が大事だったのですね。

　保坂先生は現在は日医常任理事になられている

のですが、何回も落選されて、辞退して政策取引

もあったとおっしゃっていました。どこかの地方

自治体の県知事の立候補取り下げのようなイメー

ジをいま思ったのですが、先生の挑戦するモチ

ベーションを差し支えなければ参考までに教えて

いただけますか。

保坂日医常任理事　私が最初に役員になろうと
思ったのは、女性医師の支援のことは全く関係な

かったのですが、実際に女性会員懇談会というも

のと男女共同参画フォーラムというものをやっ

て、それから次は女性医師バンクというものをや

るというので、私がいなければ、これはもう進ま

ないという状態があったわけです。ですから、も

うやめてしまおうかと思ったときもありますが、

「やめたら、これ、全部終わっちゃう」というこ

とを思って、それで続けたという、そういうシチュ

エーションにありました。

　あとは先生のおっしゃるように人です。私が仕

事をするための日本医師会事務局のサポートがあ

りました。今回の日本医師会の成果目標が入った

のも、実は、そういうサポートがなければ、べつ

に執行部が反対するというのではないけれども、

事務局のサポートがなければ、こういう形になら

ないわけです。そこで人です。それから国を動か

すのも人と人との関係で、先生のおっしゃるとお

りです。私が続けたのは、仕事があるからという

ことと、事務局と国のサポートです。国のという

のは、国そのものではなくて、国の人、国のいろ

いろなことをやっている人、それこそ厚生労働省

の方、文部科学省の方、それから国会議員、その

方たちのサポートがなければ、たぶん私は続けて

いなかったと思います。

松田部会長 ( 座長 )　ありがとうございました。
私たちも協力という姿勢でこれからも先生を応援

していきたいと思います。今後も日本医師会の中

で、ますますのご活躍を祈っております。

女子医学生の声
山口大学医学部 5年　女子医学生の会 en-JoY　

リーダー　鈴尾舞子
私は、山口大学医学部で

en-JoY というグループを通

して活動をしています。今日

はその中でみえてきた女子医

学生の考えていることをお伝

えしたいと思います。

en-JoY は、男女共同参画

の理念のもとに山口大学医学部の女子医学生が主

体となって活動しています。女性医師をとりまく

環境を考え、将来自分たちが、家庭をもつ、子ど

もを育てるといったさまざまなライフステージの

変化にあっても、自分の納得できる形で、医師の

仕事を両立していくために今からできることをし

たいという思いから 2008 年に結成されました。

私たちは、医師・医学生の相互理解を深める

とともに、女子医学生が将来医師として働くに当

たり役立つ事柄を調査・公開することを主な活動

として、これまでに医師と学生の交流会や学生へ

のアンケート調査、また、Y-JoY が実施している

夏期インターンシップのお手伝いや、また昨年か

らは積極的に他県に赴き、他大学で同じような活

動をしている方々との交流・情報交換も主な活動

に加わりました。さらに今年度は、医学生や女性

医師にも役立つ情報冊子「山口県における女性医

師支援ネットワーク」を作成しました。

日本における医師の離職率の特徴として、卒

後 10 ～ 15 年での女性医師の離職が目立つこと

が挙げられます。その大きな原因は出産・育児に

よるものだと推測します。

多くの医学生は、医師という仕事を通して、

一生、地域社会に貢献し続けたいという思いを抱

いて医学部に入学してきていますが、メディアで

もたびたび放映される医師の過重労働の事実に加

え、女性医師の離職が問題になっていることを知

るにつれ、『今思い描いているように将来働いて

いられるのか』と不安になってしまう学生が多い

ように感じます。
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医師からの心の支え」、ご自身の経験や、直面し

た困難、それを乗り越えた方法、さらに、家庭と

仕事を両立するためのちょっとした手抜きのノウ

ハウなど、「先輩医師ならではの極意の伝授」です。

これらを実現するためにも、今後、縦のネットワー

クの構築が欠かせません。

　この問題に学生を巻き込んでいくことは必要不

可欠で、医師と学生とが同じフィールドで互いに

語り合うことで、問題の解決に向かう力はより大

きくなると確信しています。そのために、医師と

学生をつなぐ橋渡し役としても、en-JoY が機能

したいと考えています。今後も、ご理解ご協力を

お願い申し上げます。

パネルディスカッション
「各科における女性医師の現状

～こんな女性医師を育てたい～」
黒川副部会長 ( 司会 )　今回は、「各科における女
性医師の現状―こんな女性医師を育てたい―」と

いうテーマでのパネルディスカッションを企画

させていただきました。今回は、6名のパネリス

トに各教室の女性医師の現状などをお教えいた

だき、各科特有の問題点や利点、それから問題点

を克服する種々のアイデアを発表していただきま

す。そして「こんな女性医師を育てたい」という

熱いメッセージを送っていただきたいということ

や、その中で率直で辛口な本音の意見もお願いし

たいと思っております。

　

1.「基礎医学のすすめ」
山口大学名誉教授 ( 前微生物学講座教授 )　

中澤晶子
医学部では基礎医学の

分野も非常に危機的な状

況になっています。医学

生の半数が女性になって

いる現在、女医さんには、

自分の将来の選択肢の一

つとして基礎医学を考え

てほしい。そして、日本

の医学のレベルを上げる

ために貢献してほしいと思い、基礎の代表として

｢基礎医学のすすめ」というタイトルでお話しさ

せていただきます。

私が京都大学に入学した年に、医学進学課程

という、そのまま専門課程に進学する 50人のク

ラスができました。そこに入学してみてびっくり、

何と女子はたった一人でした。教養時代はあまり

クラスには出ず、もっぱら軟式テニスに励みまし

た。私は広島市出身で、大学に入学した年に父親

を原爆症で亡くしました。父は生前、これからは

女性も自分のやりたいことをやらなければならな

いと進学を強く勧めてくれましたので、それに支

えられて医学部で勉強することができました。

私は学生の頃、医学の勉強で疑問に思ったこ

とがたくさんありました。ところがそれについて

先生方に尋ねても、なぜかは教えてもらえない、

周りの本を調べても答えがみつからない、これは

いったいどういうことだろうと学生なりに考えま

した。そして、この疑問はまだ世界中のだれもが

知らないことなのだと気付いたのです。これは自

分で研究をするしかないと基礎研究の道を歩むこ

とにしました。

山口大学に移った後、1987 年からヘリコバク

ター・ピロリの研究をしました。1998 年からは

日本学術振興会の未来開拓事業「病原性微生物ゲ

ノムプロジェクト」のチームリーダーとして日本

の微生物ゲノムの研究を推進しました。定年後、

国立大学法人山口大学の常勤監事を務めました。

私は永年ゲノム研究に携わってきましたので、

その観点から医学・医療の将来について考えてい

ることを申し述べます。ヒトゲノム配列決定後の

10 年間で、ゲノム生物学と病気の生物学という

医学の基礎がようやくできあがってきました。今

後はゲノム科学を基礎とした医学・医療が飛躍的

に進歩すると思われます。それを医療現場できち

んとフォローしていくためには、基礎的な考え方

と知識が必要です。そのことを是非知っていただ

きたいと思います。

基礎医学のつとめは何かと申しますと、第一

は研究成果を世界に発信することです。これが

Publication です。研究ではまず仮説を立て、実

験をし、検証を試みます。実証できなければ仮説

が間違っているわけで、仮説を練り直します。従

来の知見にとらわれない新しい仮説です。これが

実証できて、はじめて新発見となるのです。基礎
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医学のつとめの第二は良い教育です。学生の好奇

心を引き出すことです。まじめに地道に頑張る女

子学生は研究者となる資質を備えています。好奇

心の旺盛な人は是非基礎医学の分野にチャレンジ

していただきたいと思います。

　最後に、私が最近かかわっている「日本消化

器病学女性医師・研究者の会」について紹介しま

す。約 10年前に私が代表世話人となりこの会を

発足させました。年 1回の集会で女性医師のエ

ンカレッジメントを中心に討論しています。本会

の年次集会は、2011 年から日本消化器病学会の

男女共同参画委員会の活動の一環として開催され

ることになりました。代表世話人として会の発展

に努力してきた私としては、これまでの活動が評

価されたことに感謝し、今後ますます発展するこ

と祈っております。

2.「山口大学小児科学教室における女性医師の
現況と展望」

山口大学医学部小児科学教授　市山高志
　山口大学の小児科教室の女

性医師の現況と、これから私

がどういう女性医師を育てて

いきたいか、そのためにどう

いうサポートを考えて実践し

ているかということについて

お話しさせていただきます。

　まず、入局者の推移につい

て、だいたい年平均 5名くら

いの入局でしたが、平成 15 年には 10 人を超え

る入局がありました。女性医師の割合は、この

新医師臨床研修制度が始まって以降は 32%です。

つまり3分の1が女性医師という教室です。これ

は日本小児科学会と同じ現況でして、学会員数

のうち女性医師が 3分の 1を占めていますので、

山口大学もこれと同じ状態だということになると

思います。

　現在の大学にいるスタッフの現況ですが、平

成 22 年度は助教以上が 12 名（うち女性１名）、

大学院生が 9名（うち女性 1名）となっており、

平成 23 年度は助教以上 14 名（うち女性 2名）、

大学院生 8名（うち女性 3名）となる予定です。

次に山口県内の病院の小児科常勤医の現況 (大

学以外 ) ですが、女性医師の割合は 33% で、常

勤の勤務医のうち 3分の 1は女性医師に活躍し

ていただいています。山口県内の同門小児科女性

医師の現況については、病院常勤医が 14名、県

職員が 2名、非常勤医師が 5名、開業医が 8名、

産休･育児休業が 2名、そして高齢のため開業か

ら廃業された方が 1名となっております。病院

常勤医の内訳は独身が 6名、配偶者有が 3 名、

配偶者と子ども有が 5名となっております。

　山口大学小児科は去年と今年が「おめでたラッ

シュ」で、小児科医としては非常に子どもが増え

ることはうれしい状況です。去年 2名出産、1人

は常勤に復帰して、1人はいま育児休暇中です。

今年になり 1人出産、いま産休中です。さらに 6

名が妊娠中で、今年中に出産を控えています。そ

の 6名のうち 4名が常勤医で、この産休・育休中、

われわれ男性医師がフォローするのですが、でき

るだけ早い復職を願っています。

　小児科では女性医師の利点があります。小児科

の相手はほとんどがお母さんになるわけです。お

母さん方によれば、女性医師だと非常に親近感が

あって話しやすいようです。実体験を話してくれ

るので、やはり男性医師よりも女性医師のほうが

いいというお母さんも多数おられます。そういう

意味で女性医師は非常に男性医師に比べてメリッ

トがあると思います。それともう一つ、実体験が

活かせられることがあります。自分が生活してい

くライフスタイルが、そのまま仕事、また家庭に

フィードバックできるわけです。そうすると、そ

の中では、この家庭はいいなあとか、この工夫は

いいなあとか、あそこはちょっとまずいんじゃな

いかなということで、また妻として、母親として

メリットになるような工夫を身につけることがで

きます。つまりいろいろな情報がキャッチしやす

いのです。また母親が相手ですので、自分が女性

として、また妻として、母親として生活してきた

ことを、お母さん方に助言、アドバイスしていけ

るという小児科医としてのメリットもあると思い

ます。

　女性医師における小児科という職業環境なので

すが、その科その科の診療科で、それぞれキャラ

クターがあると思うのですが、小児科医はとにか
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く優しいのが共通していることです。男性小児科

医は特に、お母さんと子どもが相手ですので、と

ても優しいです。いろいろ、産休とか育休とか、

そういう事情も重々わかって、喜んでサポートし

ています。また、常日頃母親と接していますので、

昔といま、いろいろ年代が変わってくれば、いろ

いろな社会の価値観も変わってきます。そういう

ことも重々理解して、自分が研修医のときは同僚

の女性医師がどうだったから、いまがどうだとか、

そういうことではなくて、いまの状況がどうかと

いうことを十分理解して、日々トレンドを追って

いるというか、だから、いまの若いお母さん方の

考え方とか、女性医師の考え方も十分理解して

フォローすることができます。

　小児科の女性医師に望むこととして、やはり医

師という、病気を治すべく知識、技術をもった、

優れた能力をもつ人は、ぜひそれを発揮してほし

いということです。公益性という義務があると思

います。そういう能力をもっているのに、それを

使わないというのは義務を果たしていないことで

はないかと思うので、それぞれの立場で、できる

範囲で発揮して、地域の住民に自分の能力を還元

することをしてほしいと思います。

　そのためには、やはりいろいろな両立とか大変

なことがあると思いますので、無理のない勤務医

生活として、勤務地は、実際、うちの女性医師の

結婚相手の男性は医師が多いのですが、その場合、

男性医師の転勤とともに、一緒に同じ病院に勤務

するように配慮しています。診療科によって、な

かなか人事が決まらないところはあるのですが、

別居にならなくていいようにとか、遠くまで通わ

なくていいように配慮しています。

　また労働環境について、具体的な例として、お

子さんを昨年出産されて常勤に復帰された先生

については、時間短縮で働いていただいたり、当

直は免除しているというような配慮をしておりま

す。それは各病院に、教室のほうから、それぞれ

の人のニーズに応じて配慮して、ぜひ無理のない

勤務医生活が送れるようにサポート、応援してい

きたいと思っています。

　当教室は、女性医師が安心して自分の能力を発

揮して、しかもやりがいがある環境、無理のない

環境を提供するように、一人ひとりのニーズ、状

態に応じて支援していきたいと思っています。働

くべき資質、能力をもっているので、それをぜひ

発揮していただけるようサポートしていきたいと

思います。

3.「各科における女性医師の現状―こんな女性
医師を育てたい―」
山口大学医学部産科婦人科学准教授　縄田修吾

　現状は女性医師が増えて

おり、産婦人科では全国的

に 4 人に 1 人が女性医師

であり、そして 20 歳代に

おいては 70% を超えるよ

うな状況になってきており

ます。山口大学医学部産婦

人科の同門会の卒年ごとに

みた入局者について、卒後臨床研修制度が導入

された平成 16年以降は女性医師が 65%であり、

昭和 49 年～ 63 年の 15 年、平成元年～ 15 年

の 15 年では、女性医師の実情はそれぞれ 8% 、

42% でしたので、全国的な傾向と一致し、増加

しております。実際の女性医師の現状についてで

すが、卒後臨床初期研修を終えた若い医師は、山

口県内の基幹病院や大学病院で産婦人科医として

のスタートをきります。それからさらに、大学病

院や基幹病院に勤務したり、あるいは大学院など

でキャリアアップを図ったりします。子育て世代

の女性医師では勤務医として仕事を続けたり、あ

るいは平成 2年以降では、新たに新規開業とし

て 3名の方が開業されておられますが、皆さん

非常にがんばっておられると思います。

　同門会全体における女性医師の割合としては、

昭和 49 年以降では 132 名のうち 37 名の方が女

性医師で、だいたい 3割に及びます。県内在住の

方が 21名、県外在住の方が 16名で、県内在住の

方はいろいろな勤務形態がありますが、いずれも

さまざまな形で貢献していただいております。

　一方、県外の方では 4名の方が離職されてい

ます。この 4名の方は、いずれもパートナーは

男性医師と結婚されて、その方の都合で県外に出

られて、残念ながら、いまは職に就かれていない

という状況です。

　また、関連病院における産婦人科の女性医師の
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現状について、県内では大学病院を含めて、下関、

防府、周南と大きく四つの基幹関連病院がありま

すが、そのうちの二つは女性医師が半数ちかくを

占めている状況にあります。さらに本年４月から

は子どもさんの小学校入学に伴い、女性医師の異

動が予定されています。これに伴い、産婦人科医

師 8名中、5名が女性医師という、ある意味近い

将来の一般的産婦人科チームのモデルになるよう

な基幹病院もあります。

　山口大学の産婦人科医師連合会の基本理念につ

いては、基本的には産婦人科医としてキャリアアッ

プを図ってもらえるよう十分な研修体制を整え、

将来の優れた産婦人科医師を育むとともに、個々

の診療レベルの向上を図って、地域医療に貢献し

ていくことを現に皆で話し合いながら進めており

ます。特に若いうちには医師として将来成長して

いくために、いろいろなことにチャレンジをとい

うことで、臨床だけでなく、研究や、いろいろな

場での学会発表を積極的に取り組んでおります。

　当医師連合会として、結婚や妊娠、出産予定の

ある女性医師に対しては、仕事が継続できるよう

にできる限りの配慮をします。それともう一つは、

育児などで休職中は関連病院からも積極的にパー

トなどをお願いしていきます。生涯にわたって産

婦人科医として仕事が継続できるように取り組ん

でおります。

　どういう医師を育てたいのかということです

が、普段は不妊症とか受精卵を取り扱っている大

学病院勤務医の女性医師ですが、専門の不妊症治

療以外にもお産や帝王切開あるいは悪性腫瘍の手

術もされるなど、非常に活躍されています。この

ように何にでもがんばっていっているような女性

医師をサポートしながら、将来は後進の指導にあ

たっていただけるよう、さらにサポートしていけ

ればと考えております。

　いろいろなところで、産婦人科のいろいろな啓

蒙活動を行っています。先日下関地区「子宮頸が

ん撲滅大作戦！！」というイベントが開催されま

したが、“女性医師”による無料検診が求められ

ています。患者さんは女性患者さんばかりですの

で、女性の気持ちに立ってみれば、やはり女医さ

んに診ていただきたいというところはあるのかと

思います。産婦人科には、そういう意味でも非常

に女性医師が求められています。また、山口県で

産婦人科を志す若い女性医師が今後増えていかな

ければ、現在、危機的状況にあるともいえる山口

県の女性の健康やお産はどうなるのでしょう。特

に医学生の皆さんには真摯な気持ちで語り合って

いただければうれしいかなと思います。

　従来、医師の仕事、特に外科系の中でも産婦人

科というのは、いわゆる 3Kといわれて、「きつい、

汚い、危険」というイメージをもたれていた時代

があったかと思います。女性医師が増えることと

ともに、これからは新しい産婦人科の 3K、すな

わち「感動、家族を大事にする、こころをつなぐ」

という新しい 3Kの流れを産婦人科全体でつくり

ながら、女性医師が多くを占める新たな職場環境

としても、徐々に時代の流れとともに変わってい

くことが大事ではないかと考えております。

4.「麻酔科蘇生科における女性医師の現状」
山口大学医学部麻酔･蘇生･疼痛管理学助教　

歌田浩二
　山口大学麻酔・蘇生学教室の同門会の全体の

医師数は 155 名 ( 男性 106

名、女性 49名 ) で、3分の

1くらいが女性です。女性

医師 49 名のうち、30 名が

勤務医 ( うち 26 名が麻酔

科 ) 、6 名が開業医、13 名

はその他です。麻酔科勤務

医の 26 名については、常

勤が 22名で、当直･待機有が 15名となっており

ます。非常勤の 4名は週 3～ 4 日勤務で、4名

とも 3歳未満の子どもがおられます。

　最近 10 年間の状況について、入局者が 31 名

のうち 16名が女性で、その内訳は麻酔科勤務医

が 15 名、育児休職中が 1名となっております。

麻酔科勤務医 15 名のうち、常勤が 12 名で、そ

のうち 7名が当直･待機有で働いております。

　「ママ麻酔科医制度」という、結婚･出産･育児

などでフルタイム業務が困難となった麻酔科医が

現場での仕事を続けられるようにサポートする制

度があります。保育所などの保育時間に合わせて

の勤務ができ、当直・待機の免除、子どもの急病

時などの急な欠勤は不問ということが特徴です。
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ママ麻酔科医制度の条件は山口大学医学部附属

病院の研修登録医に登録して、週 1日から最大

5日までの大学病院、あるいは関連病院での研

修、麻酔科に 2年ほど行くと認定医で、さらに

5年以上で試験を受けて専門医等の取得ができま

すが、更新を 5年ごとにしますが、だいたい週 3

回以上働いていれば、その専門医を維持できると

いうことで、週何日かでも働いてもらって、そう

いう専門医を維持してモチベーションを高めて仕

事をしてもらおうとしています。三番目として、

研修年数とか居住地に合わせて関連病院での外

勤、いわゆるアルバイトをしてもらいます。研修

だけでは収入がないので、収入もある程度確保し

て続けてもらうという感じでやっています。

　女性医師における麻酔科の利点は、最近 10年

で言えば、普段から働く環境で女性医師が多いで

す。先輩方もおられて、いろいろな話が聞けて、

いままでどうだったかということもわかります。

あと麻酔というのは基本的には一人でやらないと

いけないことが多くて、そういう技術その他知識

等、一人でできるように、がんばるわけですから、

独り立ちが比較的早いということで、結婚・出産

を迎える時期までに、ある程度麻酔科医としての

力が確立できるということがあります。それから、

結婚・出産・育児で休職したあと、あらかじめ技

術も付いていますし、周りでサポートする体制も

していますので、復帰がしやすいです。先に触れ

ましたが、育児をしながら麻酔科を続ける「ママ

麻酔科医制度」というものがありますので、本人

も、その制度である程度気兼ねなく休職できるし、

周りもそれに対してサポートするのだという意識

ができていると思います。

　女性医師における麻酔科の問題点は、比較的大

きい病院にしか麻酔科医がないことがあげられま

す。配偶者の転勤などで近くに麻酔科医として働

ける病院がない可能性もあります。その問題点を

克服するアイデアとしては、遠方の大学病院ある

いは大病院へ、可能な日のみ週 1日から可能な

時間に研修･診療を受け入れることで、麻酔科医

としてのスキルアップと維持、あるいは専門医等

の維持も含めて、できる体制はあると思います。

今後も女性麻酔科医は増加すると思われます。

結婚・出産・育児で一時的に休職を余儀なくされ

る時期もありますが、麻酔科医としてのモチベー

ションをもち続け、ママ麻酔科医制度などもうま

く利用して麻酔科医を続けてほしいと思います。

そして育児が一段落したら、自分の経験を活かし

て後進の指導にあたってほしいと思います。そん

な女性麻酔科医を育てたいです。

会場D( 医学生 )　「ママ麻酔科医制度」という制
度が魅力的で、こんな制度があったらぜひ働いて

みたいなとすごく思いました。自分が結婚・出産・

育児などのライフステージの変化によって休職し

てしまうと、まわりに迷惑をかけるのではないか

と思うことで、しんどいといわれている科や医師

不足が叫ばれている科に入るのを躊躇する学生は

すごく多いと思います。どのようにしてこの制度

ができあがってきたのかを教えていただけますで

しょうか。

歌田　「ママ麻酔科医制度」という制度を掲げたの
は、ここ最近です。出産・育児等で休む場合、気兼

ねなく休めるようにと制度として掲げております。

　大きい病院では麻酔科医は 1人でなく複数で

やっていますので、1人抜けたときに、それをあ

る程度サポートできる人数がいるというのが麻酔

科の特徴です。あと、患者さんをじかに受けもっ

ていないので、途中で麻酔をちょっと替わるとか

ということもしやすいという麻酔科独自の特性

と、サポートが比較的しやすいということもあっ

て、そういうものができてきました。

　この制度は、女性医師のいままでの経験やサ

ポートする男性・女性医師から上がってきた声で

成り立ちました。

5.「消化器内科として、これから求められる女
性医師像」
山口大学医学部消化器病態内科学 ( 第一内科 )

助教　内田耕一
　医学部進学者から考えて

みますと、平成元年から平

成 10年ごろは 10%台だっ

た女性の学生さんが、徐々

に増えてこられました。昨

年度入学の女子学生さんは
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ひ考えていただけたらと思います。

　大学の面接担当の先生にお話しを伺いますと、

女性の学生さんのほうがコミュニケーションの能

力が非常に高いとおっしゃられていました。患者

さんにとっては、安心できる医療の旗手になって

いただきたいですし、女性の方が医師としての特

性が高いのではないかと考えられます。患者さん

からみると、実力のある女性医師ほど心強いもの

はないと考えられます。さらに今後は男女比が逆

転していく可能性も十分考えられますので、専門

性を高めた医療へのチャレンジ精神というものを

ぜひもっていただきたいと思います。医学部に入

学されるまでの医師を志した原点に立ち戻ってい

ただきたいと思います。

　当科では、坂井田　功教授のもとに、「クリニ

カルサイエンティスト」という医師が、育成に取

り組んでおります。ある時期、臨床の課題を解決

するために、比較的時間の予定が組みやすい基礎

研究をしてもいいのではないかと考えられます。

長期の視野でキャリアをデザインしていただけた

らと考えています。

　とても大きい可能性のある女性医師に期待をし

ている当科ですが、「子育て」は医師として患者

さんを診る上で、とても大きい財産になると思い

ますし、その財産を活かしてほしいと思っており

ます。

6.「各科における女性医師の現状
　　　―こんな女性医師を育てたい―」
山口大学医学部消化器･腫瘍外科学 ( 第二外科 )

教授　岡　正朗
　外科の現状について、

消化器、乳腺・内分泌、

呼吸器外科の医師のアン

ケート結果があります。

1か月の平均当直回数に

ついては、意外と「やっ

ていない」という方もお

られますが、それは年配

の方だと思います。10回から15回というような

非常に多い人もいるのですが、だいたい 2回か

ら 4回というのが多いようです。主として家事

にかかわる人は誰ですかという質問では、男性

の場合はほとんど配偶者ですね (95.7%) 。そして

女性側に聞くと、自分がやっているというのが

70% でした。したがって育児の支援体制はない

という状況でして、勤務先の育児に対する体制も、

なかなか進んでいないというのが現状です。

院内保育、病児保育、ワークシェアリングの

導入、フレックスタイムの導入、それから育児・

介護休業後の再教育、育児・介護休業後の再就職

が、やはり女性の場合は希望者が多いということ

で、問題点として挙げておられました。

外科医の数について、全国の医師は右肩上が

りにどんどん増えているわけですが、平成 16年

ぐらいから外科医の数はがくんと減りました。労

働時間が長い、時間外勤務が多い、医療事故のリ

スクが高い、訴訟リスクが高い、賃金が少ないこ

とが原因のようです。

さて、山口大学第二外科の現状でございます。

平成 9年に初めて女性が入局しました。以降、4

名の女性医師が入局しております。4名の働き方

を簡単に紹介します。第一のコースは消化器外

科でバリバリコース。第二のコースは乳腺外科で

バリバリコース。第三のコースは仕事と子育てど

ちらも重視コース。第四のコースは子育て重視で

パート勤務コースです。

　まず、消化器外科でバリバリコースですが、未

婚で子どもなし。これは一番若い先生ですね。ほ

かの病院で研修され、いま大学病院で勤務をして

います。消化器外科医として当直や夜間も一緒と

いうことでございます。

　次に乳腺外科でバリバリコース。既婚で子ども

はいらっしゃいません。入局 2年目から 5年目は、

消化器・一般外科の医師として勤務をしておりま

す。2年目には、教室の先生と結婚をしております。

乳腺外科は女性医師のニーズが高いのでやりがい

があるのだということで、3年目に乳腺外科を専門

に選びました。彼女の場合は子育てはないのです

が、姑さんと同居もあり、教室員が配慮して、夜

間の呼び出しは少ないというような状況です。

　それから次は、仕事と子育てどちらも重視コー

ス。既婚で、1歳の子どもがおられます。卒後 4

年間は、よその大学で外科医をされ、5年目に結

婚して入局しました。最初は、消化器等全部だっ

たのですが、1年目から結婚して、子どもさんも
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医師問題は、女性医師差別になってはいけない」

という保坂先生のお言葉に、非常に感銘を受けて

おります。そういう意味では、女性医師への優遇

は、ものすごく慎重に考えるべきだと思っており

ます。日常業務においては、男性も女性もなるべ

く平等に行うほうがいいのではないかと思ってお

ります。

　ただ、私が勉強を始めるのが遅すぎたせいか、

私自身が非常に優遇を受けていまして、離職もし

ましたし、復帰後は当直免除の期間がかなり長く

ありました。そういうことがあったから、いまの

私があるのかもしれないのです。当直免除がいい

か悪いかということに関しては、免除されると、

自分が医師として一人前になるのに非常に時間が

かかるのです。当直して、夜間待機して、緊急手

術の麻酔を一人で行えるようになるまで、かなり

の時間がかかりました。そういう意味では、女性

医師が、例えば妊娠しても、必要最低限の休み、

あるいは優遇で、すぐに現場復帰したほうがいい

と思うのです。

　自分自身の反省を踏まえて、何があったら続け

られたのかな、一人前として続けられたのかなと

思うと、もちろん保育施設とか、病児保育、延長

保育ももちろんですが、ネックは夫なのですね。

女性医師で、離職したりパートをしたりしている

人は夫が医師の方が多いと思うんです。

　夫が医師の場合、「自分はいつ呼ばれるかわか

らないから、子どもをみられないし、家事もでき

ない」と言われると、「それだと私がしないとい

けないのか。私が育児しないといけないし、私が

5時には帰らないといけないし」という意識にど

うしてもなってしまいます。

　女性医師を、そういうところから解放するに

は、夫である男性医師が夕方には帰ってあげない

といけないと思うし、フリーの時間があったほう

が、もっと女性医師問題はスムーズに解決してい

たのではないかと思うのです。そういった面で、

例えば複数主治医制とか、夕方にはもう男性医師

も帰っていいよというシステムに変える考えはい

かがでしょう。

岡　貴重な意見をありがとうございました。まだ
過渡期だと思います。女性医師を支援するのには

いろいろなご意見があります。だいたい、女性支

援部門とは、本当にそういう名前でいいかどうか

という話になるんですね。私も人事の事務の人と

いろいろ話をするんですが、「じゃあ、男性はど

うなるんですか」と必ず聞かれるのですね。でも、

やっぱりいまは、いろいろな意味で整備が遅れて

いるのです。だから、そういう名前をつけて、そ

して皆さんに考えていただいて、大学病院として

は何ができるかをまず第一歩にしたいです。

　将来的にはなくなるのではないか、もっと違

うものに変わっていくのではないかという期待を

もっています。しかし今は女医さんが増えてきて

います。われわれが組織を動かしてきましたから、

それをそのまま適当にするというわけにはいかな

いので、ぜひともどこかの部門がきちんとやっ

て、本当に一所懸命話をして、いろいろな意見を

聞いて、そして組織も変わる必要があれば変わる

でしょう。そういう考えで、まず女性医師支援部

門というものをつくって、それから展開をしてい
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きたいというのが私の考えです。

会場 F　部会も、男性医師のご意見も受け入れて
成長していきたいと思っております。平成 23年

度の部会活動のために、男性からの辛口意見を承

りたいと思いますが、男性医師から不満などはな

いでしょうか。

市山　今年、出産予定が 6名、うち 4名が常勤
医です。人事を決める段階では、妊娠がわかった

のは 3名なんですが、そこの病院は、1人増員し

ています。だから、出産して、産休・育休の間、

1人減らないという状況をつくりました。

　もし、そういうことがないと休みづらいという

か、早く戻らねばならないとか、無理して体調が

万全でないのに復帰させてもまずいし、自分が休

んでいることに罪悪感をもってもらっても困るの

で、4月から人を増やして、安心してお産と育休

なり取っていただくような体制でおります。1人

については、人事を決めたあとにわかったので増

員できていないのですが、事前にわかれば、そう

いうことは実践していきたいと思っています。

　それから男性小児科医には犠牲という気持ちは

ありません。気になるのは、同僚の女性医師がど

う思っているかということです。男性の小児科医

は、独身とか、家族をもっているとか、いろいろ

な立場にかかわらず、文句は一切言いません。

会場 F　出産後の復帰の女性医師に対するチュー
ターには、男性医師をつけていただきたいと思い

ます。女性が女性を、つまり出産後の女性医師を

カバーしようとすると無理が出ると思います。経

験上、やはり男性医師が出産後の女性医師をカ

バーしていただくとうまくいくのではないかと思

うのです。

　もう一つ、女性医師支援部門はぜひ岡先生に長

で入っていただきたいと思っております。最後に、

縄田先生と歌田先生に質問ですが、女性医師を多

く抱えてご苦労がおありだろうと思いますので、

ぜひこの場で、ご提言をいただければと思います。

縄田　産婦人科はお産とか出産に深くかかわって
おりますので、比較的、男性医師の女性医師に対

する思いというのは、医師連合会全体として非常

に理解があるのではないかと考えています。

　ただ、先ほど基幹病院の中で男性医師が固まって

いるという病院がありましたが、そういう基幹病院

の中でも、実際は、女性医師を求めているというと

ころがあります。しかしながらやはり、妊娠とか、

あるいは結婚とか、女性医師は、そちらの病院に移っ

ていただくということが、なかなかかなわないこと

があるので、ある程度、女性医師の方にも地域全体

を考えて、異動の部分には、今後もできる範囲で協

力していただきたいと思います。

歌田　麻酔科も、ある程度は人数がいるのですが、
出産などが重なってしまうと、それをみんなでカ

バーするといっても、カバーできる人数が足りな

くなる可能性もあります。いまのところは、妊娠・

出産が重なることが少なかったのですが、いずれ

何人か重なってしまうと、いままでできていた体

制が崩れる可能性はあると思います。

　麻酔科は、男性、女性でそういう当直待機をフ

ルでやっている人もいますので、ある程度は、そ

れをよく思わない人もいるかもしれないのです

が、いまのところは、そういう声は私のところに

は入ってきておりません。いずれ女性医師として

は、自分がそういう状況になる可能性があるとい
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を盛り込んでいただきたいと思います。先程もご

意見がありましたが、女性医師支援ではなく男女

共同参画という観点です。私は山口大学の本部で

監事を務めていた時、男女共同参画活動を積極的

にやっていただきたいと申していたのですが、な

かなか進みませんでした。山口大学医学部附属病

院における女性医師問題への取り組みが、山口大

学全体の男女共同参画の活動へと発展することを

願っております。

保坂日医常任理事　大変素晴らしいシンポジウム
でした。気になりましたのは、ここにいらっしゃっ

てお話しされたのが、最初の中澤先生以外はみん

な男性であるということです。やはり、ここに立っ

て、自分の教室はこうしますよというところに男

女が交じってこないと、物事はうまくいかないな

と思います。男女共同参画にならないとうまくい

かないですし、女性だけでなく、みんなでしなけ

ればならない部分を支援していただきたいと思い

ます。

　各科の先生もすごく優しくて、女性に対してサ

ポートしようというお気持ちはわかるのですが、

たぶんご自身もご家庭があると思われます。ご自

身は、家庭の中でどういう立場にいるのでしょう

か。自分の家庭では、女性に支援してもらって自

分の仕事を続けていて、それで、外で女性の支援

をするというのは、やはり違うのではないかと思

います。女性医師の結婚相手は 7割が医師なの

ですが、その 7割の女性医師と結婚した男性医

師が、自分の家庭での役割分担を自然にしても誰

にも奇異に思われないような状況にならないと、

なかなかうまくいかないなあということを思って

います

　それで、コア・カリキュラムの中に、なぜワー

クライフバランスとか男女共同参画を入れなけれ

ばいけなかったかということは、それは女子医学

生や男子医学生に関しての教育もですが、教育す

る側がそのことを認識するということが非常に重

要であるということで、それには教育の中にそれ

を入れて自分たちが教育しなければいけないとい

うことをぜひ知っていただきたいということで入

れていただいたという経過があります。

　山口大学医学部附属病院で計画されていること

で、今後さらに男女共同参画が進むのではないか

と強く感じました。とても明るい未来があるので

はないかと思います。

黒川副部会長 ( 司会 )　どうもありがとうござい
ました。以上でパネルディスカッションを終了い

たします。ご協力ありがとうございました。

―パネルディスカッション終了後、懇親会を開催

した。

懇親会


























